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本日の説明内容

１．大学における安全保障輸出管理
はじめに！

２．活動事例のご紹介
＊静岡大学の安全保障輸出管理の概要
＊具体的活動内容のご紹介

３．大学の輸出管理 ここがポイント

４．まとめ、結びに！

輸出管理の担当をして最初に感じること、一つは”該非判定を
含めて業務を任せらたけれどちゃんと出来るかしら？“二つ目
には“手続き等の対応が上がってこないけど見えないところで
輸出等（技術の提供）が生じているんじゃないかな“大丈夫な
のかな！と。教職員が日頃行なっている業務が輸出等にあた
るか否かの確認とその際の然るべく対応や手続きが遺漏無く
できているのかが先ずは心配の種だと思います。

大学の輸出管理

外為法の概要
輸出管理の必要性
体制構築のノウハウ

何故難しい（と感じる）のか
どうすれば上手く（業務を推進）出来るのか

実践での活動事例

皆さんの今後の活動に少しでもお役に立つ
ことができれば、ご参考になれば幸いです。
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輸送機器メーカーＹ社
産業用無人ヘリの無許可輸出未遂により
外為法違反容疑で同社社員3人が逮捕

2007年 2月23日

４

自己紹介を兼ねて
２００６年５月からヤマハ発動機㈱東京事務所渉外担当部長兼安全保障貿易管理本部主管、企業の輸出管理担当者
の一員として従事。２０１４年８月から静岡大学安全保障輸出等管理室に勤務して現在に至る。
前職の東京駐在時代、ヘリ事件の収拾を含めた折衝業務とその後の輸出管理業務の推進に向けて活動をしてきたが
当局との対応を通じて”あの事件“が起きてしまった要因が何であったのかを常に考えてきた。

大学における安全保障輸出管理
＊どうすれば上手く出来るの！

コミュニケーションの重要性

１．はじめに！
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無人ヘリの無許可輸出未遂事件とコミュニケーション

法令の勉強、国際レジーム（ＭＴＣＲ）も注視、優秀な技術者

独自判断・情報不足・未確認対応等がーー

良好な信頼関係や情報ネットワーク

大学は狙われやすい？（不正調達の手段に巻き込まれない！）

輸出管理が進んでいる大学では、「ここが上手く出来ている」

（関連する全てのステークホルダー）
１．教職員（研究員・学生含む） ２．学内の各部門 ３．関係機関
４．他校等情報ネットワーク 等々



２．取組み事例のご紹介

静岡大学の安全保障輸出管理
＊静岡大学の概要
＊体制構築の経緯・体制表・業務分担
＊輸出管理規則と手続取扱要項
＊活動概況

◎具体的活動内容
海外出張の事前確認
輸出管理チェックフロー
輸出等相談受付表 ・他
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（教職員数）１，１５７名

内訳：教員 ８３２名（外国人３９名） 職員 ３１８名

外国人研究者 ３３名

(学生数・留学生数）

学部学生 ： ８，５８５名

研究・科目履修生等 ： ８７名

大学院生 ： １，６２６名

留学生数 ４３０名

（３１ヶ国・地域）

留学生募集拡大

ＡＢＰ（アジアブリッジプログラム）

タイ、インドネシア、ベトナム、インド

浜松キャンパス 静岡キャンパス

１.静岡キャンパス（静岡県静岡市）
人文社会科学部、教育学部、理学部、農学部
グリーン科学技術研究所

＊大学院：９研究課

２．浜松キャンパス（静岡県浜松市）
工学部、情報学部、電子工学研究所

（２０１８年４月１日現在）

静岡大学概要紹介
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２００７～ 経済産業省、文部科学省から大学等の研究機関への連絡・通知 注１

２００８．０３ 学長指示 安全保障輸出管理に関する周知徹底
２０１０．０３ 安全保障輸出管理WG設置～WGによる会議開催
２０１１．０４ 静岡大学安全保障輸出管理規則、安全保障輸出管理に係る手続等取扱要項制定
２０１２．０３ 安全保障輸出等管理室立ち上げ （学内より専任者を登用）
２０１２．０３ 教職員用パンフレット作製、学内専用ＨＰを開設（輸出管理手続きの周知）
２０１２．０４ 安全保障輸出管理説明会開催 （経産省ご担当者の講演）
２０１４．０８ 輸出管理新体制による活動開始 （学外より専任者）
２０１４．０９ 輸出管理担当者会議（毎月）開催
２０１４．０４ 会計システムと連動した海外渡航事前確認システム推進
２０１５．０４ 新任教員研修時の輸出管理説明開始
２０１５．０９ 全学輸出管理説明会実施
２０１５．１０ 学部総務担当者向け輸出管理説明会実施（輸出管理業務支援依頼）
２０１５．０４ 留学生、研究者受け入れに関して学内担当部署との連携強化
２０１５．０４ 静大ＴＶによる輸出管理啓蒙ビデオ作製～放映
２０１６．０４ 申請・手続様式見直し、パンフレット修正、ハンドブック休止
２０１６．０９ 海外渡航事前確認書のコレポン対応開始
２０１６．１０ 安全保障輸出管理(法令と手続き）に関するアンケートを実施
２０１７．０４ 活動内容の分析、研究室毎チェックシート作成

【立ち上げから現在までの主な活動】

１．体制構築はトップの指示（トップダウン） ２．WGの設置（規程制定、様式、パンフレット、ＨＰ等作製） ３．輸出管理部門
の明確化（輸出管理室設置：学内から専任者を登用） ５．運用開始（専任担当者の学外への異動により外部より専任者
を起用） ２キャンパス制を推進。国際担当部門との連携、総務担当者の協力を得て活動を推進 ６．運用促進（リスク管理
と業務の簡素化の両立を図り、効率のよい活動を目指し現在に至る）

安全保障輸出管理体制・構築の経緯
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最高責任者
【学 長】

経済産業省

輸出管理統括責任者

【研究･社会産学連携
担当理事】

安全保障輸出等管理室
【輸出管理担当者】

・経済産業省 ・税関 ・CISTEC等

輸出管理事前相談・情報収集

人

国際交流課長 財務施設部長

物

学術情報部長

情報

二次審査（ダブルチェック）体制

教職員

受付窓口

相
談
・調
査
・広
報
・教
育

等

研究協力課
浜松地区 静岡地区

産学連携支援課

輸出許可申請・許可手続き

事前確認（輸出管理チェックフロー）

輸出等の顕在化

該非判定申請（書）

該非判定・取引審査
一次審査

輸出管理室主体の業務推進と関連部署との連携による管理体制
（本部集約型）⇔部局分散型） 業務の透明性確保と責任の明確化

１．メンバーは本部事務局

の各部門係長クラス

２．定例会議の開催

（定期開催→必要時に）

３．社外研修（ＣＩＳＴＥＣ）

への参加

４．新たに学部総務担当者

を輸出管理担当者に選任

（2015年～）

①２次審査を分担することで負担の軽減と責任の明確化を図る
ダブルチェック体制として、貨物、技術、留学生等に分ける

＊一次審査は各キャンパスの窓口担当者が実施
教員の事前確認～ヒヤリング～各様式で申請～審査～判定

＊二次審査は各部門の担当者が実施～責任者へ～判定内容を
統括責任者が承認（否認）する
業務推進はノウハウの蓄積で大半はスムースに処理
（外部セミナー参加や個別のスキルアップ研修等実施）

②静岡・浜松両地区に窓口担当者を設置、相談を受け易い環境づくりと
教員とのコミュニケーション強化をはかる。チェックフロー受付～ヒヤリ
ング対応（各種ツールで窓口の案内徹底）

静岡大学の安全保障輸出管理体制
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（事前確認、相談、該非・取引審査、監査）

業務分担の明確化！

担当部門、担当者の

海外出張事前確認（一括対応）
＊内容確認の過程（教員との）でコミュニケーション（教育・啓蒙に繋がる）が出来る。
＊審査の進め方は対応件数次第では、事務部門による対応も十分可能

輸出管理体制と手続きの流れ
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輸出管理規則と手続取扱要項

（規則）
１．輸出者等遵守規準をベース
・なるべくシンプルに

（手続取扱要項）
２．管理規則の細則として制定
・事前確認・該非判定・取引審査

の対応を詳細に記述
・審査プロセスの正確性重視
・担当者の交代を踏まえ、対応

方法を明確化

３．規則、要項に則って各種審査
様式を準備（付則に各種様式）

安全保障輸出管理に係る該非判定及び取引審査等手続取扱要項

安全保障輸出管理規則

9



安全保障輸出管理 活動概況
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海外出張者事前確認数

留学生数の推移

１. 青：貨物輸出 2. 赤：技術提供 3. 灰：留学生等受入れ
4. 橙：学術交流 5.  紺：その他

手続き区分

（項目毎分類）メール・電話の相談対応は含まず（審査手続き実施分）
1. 貨物の輸出・・・・・・・・・・・・ ・・横ばい
2. 役務（技術 ・ 情報）提供 ・・・・・・・増加
3. 外国人留学生 ・ 研究者等受入れ ・・・・急増
4. 学術交流協定締結時の懸念事項の確認 注２

5. その他 ①輸出許可・役務取引許可申請 ②貨物の輸入
③外務省からの照会（国費留学生推薦者）対応 注３

合計 ２３２件 ６０件／年 ５～６件／月
6. 海外渡航事前確認書の審査業務

８００～９００件／ 年 月平均 ７０～８０件



１．海外（出張）渡航の事前確認書

２．輸出管理チェックフローシート

３．輸出等実施の際の手続きの流れ

４．相談受付表と研究室毎チェックシートに
よるノウハウの蓄積と審査の精度アップ
＊分類、履歴の確認（管理項目）
＊管理票・学部毎（教育履歴）

５．その他
＊安全保障輸出等管理室のHP、輸出管理

＆手続きに関するアンケート、静大TV
活用、新任教員研修、パンフレット等

◎今後の課題

＊具体的活動内容のご紹介

これから取り組みを始める大学や運用
が上手くいっていないところでは、大学毎
の実情にあった管理体制や活動が大事な
ポイントとなる。参考になるものが一つで
もあれば、ご活用頂き業務推進に結び
つけて頂ければ幸いです
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安全保障輸出管理に係る 海外渡航事前確認書

１．申請は全員（教職員、研究員、学生）

→内容の簡素化、記入項目の絞込み －ーー →

２．会計処理システムを利用（旅費の精算と連動）

３．確認方法には濃淡（実験系・非実験系 他）

＊輸出管理室内でダブルチェック

①検印システム

４．審査業務の流れ（メール対応）

①確認報告（申請御礼）

②詳細情報、不明点の確認

③輸出等手続き依頼

＊自己チェック（事前確認意識）

５．データ管理

＊エビデンスの確保

①個人毎の管理ファイル

②全体管理のエクセルシート

＊監査の一環として

１．用務内容 ２．渡航先 ３.貨物の輸出 ４.技術の提供

５．（役務取引における）例外適用の確認
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１．海外出張の事前確認



チェック項目の分析

（毎月集計→月次報告：定点で分析評価）２０１７年度

用務内容では
１．国際会議、学会等への参加・発表の割合が高い

２．共同研究時の技術提供

＊関連して実験に使用する試料等（持ち出し）

３．大学間での交流

４．調査での出張

＊その際に測定器等を携行

渡航先では
１．ホワイト国と非ホワイト国は半々
２．中国とアセアン各国が多い

貨物（ハンドキャリー）手続き分類
１．殆んどが手続き不要

（ノートＰＣ、デジタルカメラ等）
２．16項該当貨物

キャッチオール対応
＊渡航先・用務の確認
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１．海外出張の事前確認
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所属
氏名

渡航目的
用務内容

渡航先
用務先情報

輸出物品 技術･情報提供 確認事項

工学部

Ａ教授

国際会議○○○○
２０１８にて

研究成果の発表

メキシコ

○○ホテル会議場
ノートパソコン

画像合成に関する研究
成果の発表

役務取引の例外規定適用
①技術の公知化

＊不特定多数の参加確認

注４

理学部

Ｂ准教授

共同研究

中国

○○交通大学
（交流協定締結）

MacBook Air 11

iPad Air

iPad mini

代数学の研究: 2圏論的被
覆理論と導来同値

役務取引の例外規定適用
②基礎科学分野の研究

注５

Ｘ研究所

Ｃ教授

○○に関する国際
シンポジウム

招待講演
質疑応答

マレーシア

○○コンベンション
センター

DELL Latitude

レーザポインター
熱電物性に関する研究

役務取引の例外規定適用
①技術の公知化
＊不特定多数の参加確認

＊大学向けＱ＆Ａを引用
注６

農学部

Ｄ講師

森林の林冠構造

調査

タイ ・ ベトナム

〇〇国立大学
〇〇森林研究所

レーザ ー３Ｄ
スキャナー
（ＦＡＲＯ社製）

なし

貨物の該非確認
①メーカー該非判定書入手
判定内容確認～ＣＡ対応

２．海外出張の事前確認海外出張（渡航）事前確認の事例
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所属
氏名

渡航目的
用務内容

渡航先
用務先情報

輸出物品 技術･情報提供 確認事項

工学部

Ｅ教授

論文作成のため

分析・評価

ベルギー

〇〇博士（研究室）
昆虫の標本 なし

輸出の可否確認（必要条件）
税関相談員制度活用 注７

小額貨物の適用
ＨＳコードの確認も

農水省・植物防疫課対応不要確認

情報学部

Ｆ准教授

音声言語ワーク
ショップ

研究成果の発表

中国

○○言語大学
情報科学部

なし
遠隔音声認識のアテンショ
ンモデルに関する研究

クローズドな会議か（ＹＥＳ）
技術の制非確認
ＣＡ対応：客観要件確認

・内容、参加者リスト
・安全保障輸出管理チェック

シート取得

教育学部

Ｇ教授
野外地質調査

イタリア

北部地域一帯

デジタルカメラ
ノートパソコン
マルチコプター

なし

貨物の該非確認
（事前確認：輸出管理

チェックフロー）
念のため客観要件確認
トランジット等貨物管理

Ｙ研究所

Ｈ教授

大学間学術交流
に基づく

学生向けセミナー

インド

○○○大学
ノートパソコン

“Science and Application of 
Nanotubes”

役務取引の例外規定適用

公知技術の提供
・著書・既発表論文の確認

２．海外出張の事前確認海外出張（渡航）事前確認の事例



輸出等が顕在化した時
１．輸出管理チェックフロー提出

＊研究者（教員）本人が実施！
（例外適用等も同時に確認 注８ ）

２．輸出等実施の際の手続きの確認
（チェックフローで判定）

①手続き不要
各キャンパス窓口経由（直接）安全保障
輸出等管理室へ送付
＊ダブルチェックとエビデンスの確保

②該非判定申請書作成
＊各キャンパス窓口へ

③相談窓口へ（フローの確認が不明な場合も）

（手続き不要の場合）
税関での対応（ハンドキャリーの場合）
＊必要に応じて、証明書作成
＊託送品申告書：様式（Ｃ-５３４０号）

輸出等が決まったら即

一般的名称
仕様が確認出来るもの：数値化

２．輸出管理チェックフロー
＆輸出等の手続手続き要否の事前確認

16

①

③

②



（「人」に関するチェック）（「物」に関するチェック） （「技術」に関するチェック）

チェックフロｰは３種類準備（貨物の輸出、技術の提供
外国人研究者・留学生等の受入れの３区分）

判定結果（前頁①～③に基づき、次のステップへ！

◎

◎

受入れに関する情報を
必要最少限確認出来る
受入れ形態・研究テーマ
外国ユーザーリスト掲載

チェック項目に関する確認方法は全てHPに掲載

２．輸出管理チェックフロー
＆輸出等の手続３種類の輸出管理チェックフロー

17



ヒヤリング実施（相談窓口担当）
１．判定に疑問がある場合
２．特例の適用が不明の場合
３．外国ユーザーリスト掲載

手続の要否の判定②
・相談のみ（チェックフロー提出）
・学内手続き（該非判定書等）申請
・経済産業省に相談等

＊MTA（研究成果有体物管理）等
が必要な場合は同時に対応依頼
◎逆のケースも（例：知財部門から
の安保確認依頼）

各様式は安全保障輸出等管理室ＨＰ
に掲載・ダウンロード出来る
経済産業省のＨＰへのリンク
（貨物・技術の合体マトリックス表等）

チェックフローの確認～手続き方針決定

相談シートに記入（コミュニケーションとノウハウの蓄積）

②

③ ③

③

２．輸出管理チェックフロー
＆輸出等の手続

18

相談窓口による
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（該非判定申請書）様式２

（取引審査申請書）様式４

（安全保障輸出管理 様式３
チェックシート）

キャッチオール対応

学内手続き申請

（様式１）チェックフロー確認後、又は相談受け付け後、該当の場合→該非判定申請書等

申請書（様式２～４）に記入し提出（相談窓口～安全保障輸出等管理室）

結果通知書の起票～一次審査結果記入～二次審査結果記入～判定結果確認＊安全保障輸出等管理室経由

２．輸出管理チェックフロー
＆輸出等の手続
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一次審査担当者が起票
＊各キャンパス窓口担当者

ヒヤリング内容を基に
項目別対比表等を使い
結果を記入

２次審査は各責任部門
「物」・「情報」・「人」の担当者が
一次審査の内容を確認、追加審
査を実施の上、判定・決裁

一次・二次審査の結果について
統括責任者に報告・決裁

 【別紙様式 2】  
該非判定申請書 

 
所属： ○○学部  

申請日: 平成○○年 ○ 月  ○日  
申請者名：安保 太郎 

提供技術又は輸出貨

物の名称(型名、等級

など)  

 

提供技術又は輸出貨

物の仕様等  
 

 
１．該非判定  

輸出令別表第１、

外為令別表の項番  該当の有無 

1 ～ 15 １か所以上該当 すべて該当しない 

   
16  する しない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．輸出貿易管理令の関連項目等と本件の仕様（性能）の対比表  

輸出貿易管理令の関係箇所と、本件の仕様（性能）との対応関係は、以下のとおりです。 

輸出令別表第１、外為令別表 

項番 項 目 
本件の仕様 

   

注意事項  
 
記述に当たっては、以下の事項を満たしてください。  
・輸出貿易管理令別表第 1 の関係項が明確に分かるよう、該当部分を引用し、本件の仕様（性能）との対比を明らかに   
 してください。 
・特に、該当非該当に係る具体的数値については、技術の有する数値と基準の関係が分かるよう記載してください。  
 
・ 本件の仕様（性能）などが分かる資料があれば添付してください。  
・【別紙様式１】輸出管理チェックフローも併せて提出してください。  

本件の内容・性能を  
・安全保障輸出等管理室ＨＰの参考資

料／リスト規制（貨物）内容一覧 
・安全保障輸出等管理室ＨＰの参考資

料／キャッチオール規制 16 の項一覧 
を照合した上で、「該当する」「該

当しない」のいずれかに○印を付

けてください。  

★上表の「１か所以上該当」に○を付けた場合、リスト規制に該当します。 
★上表の 16 のどちらかの「該当する」に○を付けた場合、キャッチオール規制の対象貨物に該当します。 
★「該当する」に○印を付けた項については、  
  ・安全保障輸出等管理室のＨＰの参考資料／リスト規制（貨物）内容一覧 
  ・安全保障輸出等管理室のＨＰの参考資料／キャッチオール規制 16 の項一覧 
 の中の関係項目と本件の仕様（性能）を比較し、該当すると判断した根拠を下の「２．対比表」に明記してください。  

判定結果を申請者へ通知



該非判定（取引審査）～結果通知
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具体的作業の流れは、「該非判定及び取引審査等手続取扱要項」に則って行う！

①チェックフローの確認
②相談シート作成
③該非判定申請書
④取引審査票 ＊安全保障輸出管理チェックシート
１．一次審査 ２．二次審査 ３．最終確認 ４．結果通知

１．審査・判定をした内容を通知書の項目に沿って記入、安全保障輸出等管理室へ
２．一次審査の認否、追加確認、審査結果を記入 輸出管理責任者の検印・署名
３．輸出管理統括責任者へ 内容報告～最終判定
＊キャッチオール対応が必要な場合は取引審査票の起票（明らかガイドライン）安全保障輸出管
理チェックシートの提出を同時）を依頼し～取引審査結果通知書を通じて（１～３）同様の対応を再
度行う（但し、当初より取引審査の必要が明確な場合は同時に進める）

該非判定書のメーカーへの依頼（請求）
①担当窓口へ目的を伝え入手（要再チェック） ②試薬等はＭＳＤＳ：成分分析票 ③米国製品はＥＣＣＮ確認
最終的には大学で判定（証拠を残す）

＊メーカーが外国企業の場合等、国内販売代理店等は対応しない、購入時に条件として依頼する

２．輸出管理チェックフロー
＆輸出等の手続



非該当証明（書）発行・通関対応
１．ハンドキャリーの場合の税関対応

２．国際宅配便対応

３．ＡＴＡカルネでの対応

４．税関との連携（税関相談員制度）
＊ＨＳコードの記入で通関がスムース
＊税関でチェックされ易い貨物 注９

５．国によっては持ち込みの厳しい国も

あるため事前打合せ実施（税関、

JETOＲＯ 注１０ 等確認）

＊輸出入託送品申告書様式C-５３４０号

該当の場合：輸出許可申請手続き

１．経済産業省（経済産業局）の担当者と確認を取りなが

ら進める（丁寧に説明してくれる:申請前の事前確認等）
＊申請書記入要領等

学長印

輸出担当者（教員）宛

一般的な固有名詞で

判定根拠となるスペック等を記入

別２貨物、米国法対応については
必要に応じて追記する

税関長宛も別途準備：HSコード確認記入

２．輸出管理チェックフロー
＆輸出等の手続
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非該当の場合の通知



記入項目
①日付 ②該当項目③担当者（所属・氏名）
④相手先情報（国・組織・個人名）
⑤具体的内容 ⑥実施日程
⑦対応結果 ⑧備考

輸出管理手続き等の全体を掌握

１．担当者が代わっても引継ぎが
容易

２．過去の手続き内容が参考に
輸出区分や相手先による分類
が判定に有効な材料

３．新しい案件も類似事項の抽出
で対応が容易

４．第三者への相談の際も的確に
説明をするバックボードに

輸出管理相談受付け表
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濃淡管理のベース資料として
リスク度チェック資料として 教育・研修履歴として

研究室毎チェックシートによるノウハウの蓄積で審査の精度
アップをはかる

１．個人毎 ２．学部･学科毎 ３．研究対象毎 ４．輸出区分
等 ソート区分を工夫

手続き・審査の履歴（相談受付表）との連動により、スピーディーな対応と適格な審査の実施
（担当者の業務負担が減少、自信と安心感につながる）が可能になる（必要な3つの資料としても）

研究室毎チェックシート作成

23

１．研究テーマ ２．保有設備・機器
３．共同研究･受託研究先 ４．所属
５．在籍研究員、留学生等
６．所属学会
７．輸出管理手続き実績



安全保障輸出管理並びに輸出管理手続きに関するアンケート 
 
本アンケートは、安全保障輸出等管理室の活動をより実効性の高いものとしていく

ことと、種々ご依頼をしております申請手続等の簡素化をはかるために実施させて頂

いております。質問事項は 15 問、所用時間は 10 分程度です。 
お忙しいところ、お手数をお掛けしますが、宜しくご対応の程お願い致します。 

尚、ご返信は２月１０日（金）までにお願い致します。 
 

ご記入者 
所属：          氏名：         

 
以下の設問に対して「はい」または「いいえ」でお答え下さい。回答欄の□をクリッ

クして頂くと✔ が入ります。 
 
【安全保障輸出管理全般】 
 
１． 研究試料や開発試作品、機材または検査装置等を海外の共同研究先等に送った

（輸出した）ことは有りますか？ 
☐ はい 
☐ いいえ 

 
２． １に関連する貨物をハンドキャリー（機内持ち込み貨物等）で海外に持ち出（輸

出）したことは有りますか？ 
☐ はい 
☐ いいえ 

 
３． 外為法（外国為替及び外国貿易法）では、海外への貨物の輸出や技術の提供を

行う場合、事前に輸出規制に該当するか否かを確認し、該当する場合には原則

的に経済産業大臣の許可が必要であることをご存知でしたか？ 
☐ はい 
☐ いいえ 

 
４． ３に関連して、それぞれ（貨物の輸出、技術の提供）に許可例外があり、例え

ば、海外での学会や国際会議での発表、又は国際雑誌へ投稿をする場合に不特

定多数の者が参加又は閲覧できるものであれば、手続き（許可申請等）が不要

であることをご存知でしたか？ 
☐ はい 
☐ いいえ 

安全保障輸出管理並びに輸出管理手続きに関するアンケート

発信は学長、研究理事（輸出管理
統括責任者）、学部長等から

返信結果を（同上者）に報告する（重要）
定期的に実施（毎年、隔年、3年毎）
＊毎年実施の必要はない

返信内容のフォローを行なう
＊パンフレット送付、訪問による説明：要不要

を記入してもらう

内容を分析することで、濃淡管理
の一環にもつながる

監査タイプの一つとして有効

ア
ン
ケ
ー
ト
の
趣
旨
を
冒
頭
で
明
確
に
伝
え
る

10
分
程
度
で
出
来
る
こ
と
（
質
問
数
は
15
～
20
位
）

「
は
い
」「
い
い
え
」
の
選
択
式

法
令
の
基
本
と
輸
出
管
理
手
続
に
関
し
て
確
認
す
る
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新任教員研修 輸出管理の申請手続き等を説明するのにもっとも適して
いる。他にも職員対象の説明会等、教職員対応の年間
スケジュールに組み込まれたものを活用する。受講者を
リストに掲載、教育履歴として活用
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手軽（Ｂ５版）に取り扱い出来て
内容も必要最小限で分かり易く
コストをおさえ、改訂の手間も少ない

メンテに時間を要するものは
ダメ（大事なポイント）
継続運用を考えて作成する
＊ＨＰとの連動なども検討！

小冊子（パンフレット）の活用
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学内の情報提供メディアの活用！

コストをかけずに対応
が可能

学生を使って親近感を
もってもらう（質問形式）

学内にあるＴＶモニター
４８箇所（学生食堂や
学部の共有スペース）

各学部から教員向け
に連絡・配信

動画の効果大きい
（Q&A方式も）

経済産業省製作の教材
（Ｅラーニング）ができた
是非そちらの活用も！
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku.html#e-ラーニング

http://v.sutv.shizuoka.ac.jp/anpo

直近のテーマに則って
追加バージョン製作
例）法令改正・罰則強化
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１．安全保障輸出管理上の手続きに

関する情報は全て掲載

（各種申請・手続き様式）

２．法令・政省令改正、外国ユーザー

リスト改訂等輸出管理上の必要情報

をアップデートして掲載

３．教育に関する情報の発信も、この

ページ（ＨＰ）を利用 ＊但し、必要最小限

４．全ツールや対応メール等にもＨＰを

紹介するコメントを入れる。パンフレット

等との内容の連動も有効。

＊メールアドレスの下にＨＰのＵＲＬ

安全保障輸出等管理室のＨＰの充実

教員の皆さんは理解が早い。 どこに
何があるかわかれば対応は必至

但し、内容は必要最少限で良い
＊手続き促進のため！
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１．輸出管理手続き業務全般 →申請・手続き業務の形骸化への対応（実効性の確保）

２．留学生等の受入れ管理に関して：中間・出口管理の手法確立（誓約書の取得）
（受入れ～終了・帰国までの一環管理：管理シート等の作成、提出条件等の設定）
（短期の研究者等の受入れに関する規定の明確化）

３．輸出者等遵守規準の再確認～徹底
①監査→実施計画の立案（ステップアップを目指す）
②教育→外国人研究者・留学生等への中間・出口管理上の説明

外国人研究者（教員）に対する対応
③文書管理→増加するデータの保管・管理手法の確立（システム化も視野に）
④貨物の輸出に関して：出荷管理の手法の検討（部局事務担当者との連携強化）

４．安全保障輸出管理を取りまく環境変化 注１１ への対応

５．地域（静岡地区）のネットワークでの活動への積極的関与

現状の課題

これまで業務を推進して行く中で大きなトラブルとなる事案・事象は発生していない。また、教育・啓発活動や相談対応により教
職員の皆さんの輸出管理認識は着実に向上していると感じられる。但し、そうした中でも現状を再確認してみると幾つかの課題
が抽出出来る
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３．大学における輸出管理 ここがポイント！
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意識 大学を守る、教員を守る、世界の平和を守る

業務を理解して頂く、支援させてもらう、分からないことを一緒に確認する

ポリシー 輸出管理は手続き遂行の実務

スキル＝情報（ネットワーク） と コミュニケーション

企業では輸出管理は組織で管理
該非判定は課・グループで対応、顧客審査や教育担当、法務担当を別途配置
大学では、およそ個人（ごく少人数）で対応

そのためには、熱意を持って

他の人（大学）が何をしているのかを知る、そして出来ることからＴＲＹする！

意識・ポリシーと熱意 大学における輸出管理 ここがポイント
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管理レベル（リスク度）の認識！

教育学系 人文社会
学系

農学系 情報系 理学系 工学系
実験系
研究所

並び順は参考であり、学部毎に対象科目や研究内容においてリスク度は変わる

管理項目・管理対象の明確化 注１２

取り組みを始める大学：導入の基本3要素である①トップへの説明 ②体制構築 ③全学への周知・説明
輸出管理レべルの実態が把握出来ていない中では活動の推進は難しい。又、運用を開始した後
上手くいかないところは管理の度合いに差が生じている可能性が高い

リスクを正しく評価し どこまでやる必要があるかを関係者が理解

トップダウンによって、全職員に徹底する

想定されるりスクを正しく理解・認識した輸出管理体制

例）学部毎のリスク度指針

大学における輸出管理ここがポイント
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外国人研究者・留学生の受け入れ、外国人等の施設見学、大学間等の学術交流協定締結、研究成果物や実験
機器等の輸出、教員の海外出張（国際会議・学会への参加、海外での技術指導・支援、共同研究、受託研究等）

（客観的要因）
・機微度の高い研究 ・取引（研究相手）先の要件 ・教員の輸出管理意識

管理対象となる機関･団体（国・地域）
外国ユーザーリスト掲載機関（大学研究機関含む）、懸念国・国連武器禁輸国、非ホワイト国（中国軍事四証等）



安全保障輸出管理視点と機微度の理解

大学においては、通常の取引（活動）の範囲では懸念のあるものは極々僅か

対象となる技術や貨物は溢れている

その範囲の広さに加え高い専門性から、外為法の規制に抵触するか否かの判断が大変に難しい

⇒きちんとした手続きフローの中で適確に判定作業が行なわれなくてはならない

輸出管理の本質は、必要最小限の管理と調整！ 注１３

⇒必要なのは、輸出等が顕在化した段階で懸念の有無を見極められる能力

１．日々の活動の積み重ねとノウハウの蓄積

→輸出管理相談受付表

２．誰がどのような研究をして、どんな設備・機器を使用しているのか？どういう人達（研究員・留学生）が
どんな研究をしているのか？その技術は自国でどのように活用されるのか等の視点で整理してみる

→研究室毎チェックリスト、安全保障輸出管理に関するアンケート

大学における輸出管理ここがポイント懸念要素の有無の判断（センス？を磨く）

輸出管理担当者としての視点を身につける
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大学における輸出管理 ここがポイント

（教員・研究員への教育、啓蒙 その１）
→ 教員の皆さん ①必要な情報がどこにあるか ②何を見れば分かるか

③どこに確認すれば良いか伝えられることが大事
⇔ 外為法の教育・啓蒙との混同

・説明会やセミナーの実施効果？
・相談を受けるスタンスの確立
・何を どこに 誰に 確認すれば良いか把握出来ているか
①ＨＰで説明 ②パンフレットの活用 ③経産省のＨＰ（英語版、Ｅ－ラーニング） 等々

（教員以外への教育、啓蒙 その２）
→職員の皆さん

①部局の総務担当者とのネットワーク
②学務・入試部門や各部局事務担当者（調達部門等）や研究室の担当事務員
の協力が必須（対象の説明会等実施）
・負担を感じない与えないための準備（輸出管理対応マニュアル等の作成）
・入手した情報を共有化するスタンス（メーリングリスト等）

＊外国ユーザーリストの改訂情報等

教員だけではなく関連する全てのセクションで実施（個別対応が効果的）する

教育・啓蒙に関する考え方

教育の目的（の一つ）は手続き遺漏の根絶！
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４．まとめ、結びに！
大学における輸出管理の本格的な取組みが始まって
（輸出者等遵守基準制定：２０１０年）約８年が経過し
たが、ここへ来て（特にここ２～３年で）その様相は著
しく変化している。
背景には、安全保障を取り巻く環境の変化、当局によ
る積極的な取組み・支援活動と先進的な大学の活動
がある。

然しながら、個々の大学では様々な課題があり苦慮
しているところも多い。

一つには企業と違い大学では、継続的な運用を行な
うことが難しい土壌があるため。

この稿（セミナー）では大学特有の課題に如何に対応
するかについて、その対処となるだろう活動（考え方
等）を紹介させて頂いた。
各校それぞれの台所事情を鑑み、それらを十分に
検討の上、活動方針を決定して頂きたい。
安全保障輸出管理は自主管理が基本。本日のご説
明が皆様の活動の一助になれば幸いである。

皆で協力・支援しあい、厳格な輸出管理の実践を
目指しましょう！
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ご静聴ありがとうございました。

国立大学法人 静岡大学

安全保障輸出等管理室

古澤 敏雄

ｅ‐ｍａｉｌ：furusawa .toshio@shizuoka.ac.jp

経済産業省 安全保障輸出管理アドバイザー
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（脚注）

注１ ：大学等の研究機関への通知・依頼 別紙１
注２ ：学術交流協定締結時の安全保障輸出管理上の確認 参考１
注３ ：外務省からの照会文書 参考２
注４ ：特定多数の確認方法 国際会議や学会のインターネット等の案内ページの中にキーワードを見つける 例）①学者、

科学者、技術者、学生など広く参加者を募集している②学会の非会員でも登録をして参加が出来る③更に事前登録だけ
でなく、当日、席の空き状況によっては受け付ける 等の表記を確認する（Registrationのチェックも有効）

注５ ：役務取引の特例の一つ（詳細は貿易外省令第９条第２項第十号：特定の製品の設計又は製造を目的としないとある

注６ ：Ｑ＆Ａ・大学・研究機関向け（経済産業省：平成２６年１１月）のＱ１１に学会で発表した際の質疑･応答の内容も貿

易外省令第９条第２項第九号の適用は可能か （Ａ１１）当該学会での質疑･応答の内容については、公知とするため

に発表した技術の範囲内であれば、同様に貿易外省令第９条第２項第九号の特例の対象と考えられると明記
注７ ：税関相談員制度 税関ＨＰ～輸出入手続～カスタムアンサー（税関手続ＦＡＱ）～９３０１税関相談官の問合わせ先一覧
注８ ：貨物、技術の例外規定 貨物は少額特例、無償告示 技術は公知の技術、基礎科学分野の研究活動等
注９ ：税関でチェックされやすい貨物例 ①化学品、②試料等 事前にMSDS（成分分析表）を準備＊反対に機械物は比較的

説明がし易い
注１０：ＪＥＴＲＯ（HP：国･地域別に見る→各国の輸出入制度の紹介）
注１１：安全保障輸出管理を取り巻く研究環境 ①バイオセキュリティー②カルタヘナ法、名古屋議定書など遺伝子組換えに

関するもの③防衛省や国防総省（米国）からの研究助成④サイバーセキュリティー 等々幅広くなってきている
注１２：大学における輸出例：経済産業省りーフレット「先生！！ちょっと待ってください！」に詳細
注１３：外為法第１章第一条 対外取引に対しーーーーにより、我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期しーーーー

（参考文献）
中国ビジネスに潜む軍事転用・拡散リスク－狙われる日本のハイテク民生技術－一般財団法人 安全保障貿易情報センター

図説：軍事転用可能な民生品大量破壊兵器関連品目編 一般財団法人 安全保障貿易情報センター

CISTEC Journal 2017.3 No.168 視点－安全保障輸出管理の基本認識は共有されているか－
国際テロリズム要覧 ２０１７ 公安調査庁
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大学等の研究機関への通知・依頼／関係法令の改正

平成２７年７月
文部科学省「大学等における安全保障貿易管理のための体制、意識啓発等に着いて」

平成２２年６月
文部科学省「外国人留学生の在籍管理等について」通知

平成２１年１１月
文部科学省４局長連名通達 「大学及び公的研究機関における輸出管理について」

平成２１年７月
文部科学省「北朝鮮籍を有する研究者及び学生との交流に関する不拡散上の留意点について」依頼

平成２０年１２月
文部科学省 「国連安保理決議第1803号の履行について」依頼

平成１９年６月
文部科学省 「国連安保理決議第1747号の履行について」依頼

平成１９年４月
文部科学省 「イラン人研究者及び学生との交流における不拡散上の留意点について」依頼

平成１８年３月
文部科学省 「大学及び公的研究機関における輸出管理体制の強化について」

平成１７年４月 平成１８年３月
経済産業省 「大学等における輸出管理の強化について」

改正外為法（平成２１年１１月施行）及び輸出者等遵守基準（平成２２年４月施行）

外為法改正・罰則の強化等（平成２９年１０月施行）

別紙1
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学術交流協定締結時の安全保障輸出管理上の懸案事項の確認（調査）

拡大する国際交流活動（締結・更新 ２５件／年平均：2015年～）に対する積極的な活動支援として

安全保障輸出管理対応の浸透と意識付け

輸出管理部門としても留学生等の受入れ状況が事前と把握

国際関係部門との連携（コミュニケーション）強化

安全保障輸出管理項目設定（通常業務での展開例）＊

外国ユーザーリスト
掲載大学は無し

参考 １

確認方法
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外務省からの照会文書

静岡大学国際交流課 御中

当課では文部科学省と連携して，国費外国人留学生に関して大量破壊兵器等
（核兵器、化学兵器、生物兵器及びミサイル等）の拡散防止の観点から確認を
行っております。

国費外国人留学生受け入れの判断に際しては，大量破壊兵器等の開発等に
資する技術の提供等が行われないことを確認するよう文部科学省から各大学
にお願いしているところではございますが，下記の貴校推薦者について，当課
においても念のため確認を行いたく ーー

（○ ○○）氏（ 国籍）

受け入れ予定研究科：自然科学系教育部／---------- 教授

1) 今回，上記推薦者の受け入れを判断するにあたり，外国為替及び外国貿易
法（外為法）に抵触するか否かについて貴校の輸出管理部門の確認を受けら
れましたでしょうか。

2) 輸出管理部門による確認を受けられた場合は，該非判定書（外為法に抵触
しないかチェックした書類）等，受け入れ判断の材料となる文書が作成された
かと思いますが，上記推薦者について当該文書を送付いただくことは可能で

しょうか。

ご多忙のところ大変恐縮ですが，○月○日（○）までにご回答いただければ幸
いです。

ご不明の点がございましたらご教示ください。 ＊期限は3日間程度

外務省 不拡散・科学原子力課

日付
外国人留学生受入れに関する

安全保障輸出管理上の該非確認

氏名 ：○○○ ○○
出身国 ：中華人民共和国（非ホワイト国）
出身大学（団体）等：○○ ○○研究所

（外国ユーザーリスト掲載なし）
受入れ先：自然科学系教育部（指導教員 ーーーーー）
研究概要：研究予定内容を記入
判定結果：１．外国ユーザーリスト掲載の有無の確認

２．掲載の場合は懸念区分と研究テーマ等の
同一性の確認

３．研究目的と研究予定内容に齟齬がないか
４．研究目的が平和利用であることが明確か

＊提出書類（ＣＶ含む）や面談を通じて確認したことを記載

判定結果：非該当（懸念なし）、承認 等を記載

条件付承認・・・在籍中の中間管理並びに帰国（一次帰国
含む）時に必要に応じて安全保障輸出管理上の手続きを
徹底すること。
本人への安全保障輸出管理に関する教育・指導を実施す
ること。

提出書類：「人」に関する輸出管理チェックフロー（様式）、
安全保輸出管理チェックリスト（様式３）、受入れ予定留学
生の履歴や研究概要の記載された書類

輸出管理担当部門 署名

参考 ２

（担当教員の場合も）

学内へのフィードバックにより危機意識の向上へ
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